別記様式第8号（第6条関係）

	
公共基準点（移転・一時撤去）承認書

承認番号　　　号　　
　年　月　日　　

様

北見市長　　印　　　

年 　月 　日付けで申請のありました公共基準点の（移転・一時撤去）について、下記のとおり承認します。


	承　認　事　項
	

	移転先
	

	移転・一時撤去する
公共基準点
	

	完了期限
	　　年　　月　　日までとする

	　承認条件
1. 再設置位置については、北見市と協議する必要があるため、舗装復旧を行う前に必ず連絡してください。
2. 測量標の設置は、北見市公共基準点の管理保護に関する規則に定めた構造とします。
3. 測量標設置完了後は、速やかに公共基準点設置工事完了報告書（別記様式第9号）を提出し、北見市の検査を受けてください。
4. 一時撤去の中止等、協議内容に変更が生じた場合は、速やかに北見市まで連絡してください。

	担当連絡先
	


注）協議の場合は、承認を回答に書き換えるものとする。

